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平
成
16
年
９
月
、
国
民
保
護
法
が

施
行
さ
れ
ま
し
た
。
国
民
保
護
と
は
、

こ
の
法
律
に
基
づ
き
、
外
国
か
ら
の

武
力
攻
撃
を
受
け
た
場
合
や
大
規
模

テ
ロ
等
が
発
生
し
た
場
合
に
、
国
や

道
、
市
町
村
等
が
、
住
民
の
生
命
、

身
体
及
び
財
産
を
保
護
す
る
こ
と
を

い
い
ま
す
。

道
で
は
、
万
が
一
、
こ
う
し
た
事

態
が
発
生
し
た
場
合
、
住
民
の
避
難

や
救
援
、
被
害
の
最
小
化
な
ど
を
行

う
た
め
の
「
北
海
道
国
民
保
護
計
画
」

を
本
年
１
月
に
策
定
し
ま
し
た
。

計
画
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
道
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
い
た
だ
け

ま
す
。

（http://w
w
w
.pref.hokkaido.jp/soum

u/sm
-ksnji/index.htm

）

ま
た
、
北
海
道
国
民
保
護
計
画
を

分
か
り
や
す
く
解
説
し
た
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
を
作
成
し
、
各
市
町
村
に
配
付

し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く

だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

北
海
道
総
務
部
危
機
対
策
室
危
機
管

理
グ
ル
ー
プ

℡
０
１
１
―
２
３
１
―
４
１
１
１

（
内
線
22
―
５
９
３
）

27
日
本
全
国
の
青
少
年
と
在
日
外
国

人
青
少
年
と
一
緒
に
キ
ャ
ン
プ
や
富

士
登
山
を
し
ま
せ
ん
か
。

期
間
／
８
月
３
日
d
〜
７
日
a

４
泊
５
日

場
所
／
山
梨
県
山
中
湖
村
営
キ
ャ
ン

プ
場

定
員
／
日
本
人
１
４
０
人
・

外
国
人
40
人

対
象
／
小
学
４
年
〜
中
学
３
年

締
切
／
７
月
８
日
f

体
験
を
通
し
て
お
互
い
の
理
解
や

交
流
を
深
め
、
国
際
性
を
養
う
こ
と

を
目
的
に
12
事
業
の
参
加
者
を
募
集

し
て
い
ま
す
。

内
容
／
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
・
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
・
文
化
交
流
・
学
校
体
験
・
英

語
研
修
・
地
域
見
学
・
キ
ャ
ン
プ
・

野
外
活
動
・
無
人
島
キ
ャ
ン
プ
等

派
遣
先
／
米
国
・
英
国
・
豪
州
・
カ

ナ
ダ
・
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
・
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
・
サ
イ
パ
ン
・
カ
ン
ボ
ジ

ア
・
フ
ィ
ジ
ー

対
象
／
小
学
３
年
〜
高
校
３
年

締
切
／
６
月
20
日
c
（
但
し
サ
イ
パ

平
成
18
年
10
月
入
隊
の
２
等
陸
・

海
・
空
士
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

近
年
、
経
済
社
会
の
国
際
化
の
進

展
に
伴
い
、
我
が
国
に
入
国
、
在
留

す
る
外
国
人
は
増
加
傾
向
に
あ
り
、

我
が
国
の
労
働
市
場
に
及
ぼ
す
影
響

も
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
国
で
は
、
毎
年
６
月

を
「
外
国
人
労
働
者
問
題
啓
発
月
間
」

と
定
め
、
各
種
の
啓
発
活
動
に
取
り

組
む
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

事
業
主
の
方
々
を
は
じ
め
国
民
の

皆
さ
ま
に
は
、
外
国
人
労
働
者
の
適

正
な
就
労
の
促
進
と
不
法
就
の
防
止

に
つ
い
て
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

北
海
道
労
働
局
職
業
安
定
部
職
業
対

策
課℡

０
１
１
―
７
０
９
―
２
３
１
１

ン
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
フ
ィ
ジ
ー

を
ご
希
望
の
方
は
６
月
９
日
f
ま
で
）

【
問
い
合
わ
せ
先
】

（
財
）国
際
青
少
年
研
修
協
会

℡
０
３
―
３
３
５
９
―
８
４
２
１

◆
身
分
／
特
別
職
国
家
公
務
員

◆
応
募
資
格
／
18
歳
以
上
27
歳
未
満

の
者

◆
受
付
締
切
／
８
月
25
日
f

◆
試
験
日
／
９
月
１
日
f
・
２
日
g

の
い
ず
れ
か
１
日

【
問
い
合
わ
せ
先
】

自
衛
隊
札
幌
地
方
連
絡
部

小
樽
募
集
事
務
所

℡
０
１
３
４
―
22
―
５
５
２
１

電波の利用は、携帯電話や人命・財産の保護する防災無線など
社会生活に不可欠なものとなっていますが、不法無線局が重要無
線通信やテレビ放送に妨害を与えるなど社会的な問題を発生させ
ています。
このため、総務省では６月１日から10日までを「電波利用保護

旬間」と定め、電波利用環境保護の大切さを訴えています。

北海道総合通信局（札幌市北区北8条西2丁目　札幌第１合同庁舎）

電話受付時間　８：30～17：00（土・日・祝日を除く）

不法無線局、混信・妨害等　011－737－0099
テレビ・ラジオ受信障害　　011－737－0033
その他行政相談　　　　　　011－709－3550

電子メール相談　sodan-hokkaido@rbt.soumu.go.jp
ホームページ　http://www.hokkaido-bt.go.jp/



11

※時間は多少変更する場合もあります。�




